[image: ]公益財団法人畜産近代化リース協会
〒106-0032　東京都港区六本木２－１－１３　ＭＹビル
TEL 03-3584-0899（畜産事業部）　TEL 03-3584-0861（馬事事業部）
FAX 03-3584-0758　　      　　  E-mail : info@japla.lin.gr.jp（代表）

令和８年４月改訂版


　　　　　　　　１　動産総合保険加入の目的
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当協会がリースしている機械施設については、火災、落雷等各種の偶発的な事故による損害を補償するため、当協会を保険金受取人とする損害保険に加入することとなっております。保険加入については、手続きの簡素化が図られ、保険料が安くなる等有利な条件で加入することができることから、当協会と保険会社との特約に基づき、一括して保険契約をすることにしています。
なお、車両等及び建物に関する保険については、借受者が原則として当協会を保険金受取人とする保険契約を締結することになります。

２　リース機械施設の損害保険の分類



	動産総合保険

ア　下記イを除いた機械施設･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

イ　車両等（自動車損害賠償保障法の自賠責保険又は任意の自動車保険に加入するもの）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥車 両 保 険




　　　　　　　　　　　　
３　動産総合保険の仕組み


保　険　契　約

（保険契約者）
畜産近代化リース協会
（保険金受取人）
保険料の納入

保　険　会　社


事　故　通　知

保険金の支払い

事　故
報　告
保険料
の納入
事故経費の充当




借　受　団　体
保険料の納入

最 終 借 受 者

事　故　報　告

事故経費の充当



４　動産総合保険の補償範囲


動産総合保険は、次のような偶然な事故により生じた損害が対象となります。
	火災　落雷　破裂又は爆発　盗難　破損　航空機又は車両の衝突・接触　労働争議　建物又は橋梁の崩壊　鈎損　煙害　雨淡水漏　雪害　水害　電気的事故　機械的事故　台風による土砂崩れ・家屋倒壊等による被害


ただし、以下の事項に起因する場合は、対象になりません。
	戦争その他の変乱　国又は公共団体の公権力の行使　自然の消耗・さび・かび・変質・変色・ねずみ食い・虫食い等　貸付施設そのものの瑕疵　核燃料物質　故意または重大な過失　加工着手　修理・清掃等の作業（定期点検的修理）　詐欺・横領　置忘れ・紛失　地震・噴火・津波
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（保険契約者）
畜産近代化リース協会
（保険金受取人）
５　保険期間・保険料支払



保険期間は、リース期間と同じです。
保険料は、初回のリース料納入時に一括納入していただきます。


６　保険料率と免責金額



＜保険料率表＞
　　　  保険料率は、一括契約方式のため個別加入に比べ割安に設定されています。
また、当保険は免責金額がなく、少額の事故も対象となります。
8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

- 6 -

	リ　ー　ス　機　械　施　設
	保険料率
(保険金額
千円につき)
【2026/4/1改正】
	免責
金額

	Ａ　運搬用機器
(自走式のもの)
	
ブルドーザー、トラクター、フォークリフト、動力運搬車、ショベルローダー、散水車、その他自走式機具類
ただし、自動車損害賠償保障法の自賠責保険又は任意の自動車保険に加入するものは除く。
	3.88円
	なし

	Ｂ　精密電子機器
	電子計量器、電子式セリ機、電子式自動生乳検査機類
	1.54円
	なし

	Ｃ　食肉・鶏卵処理関係機器
(Ａ・Ｂ以外)
	冷凍機、皮剥機、ベルトコンベアー、エアーナイフ、スライサー類
	1.63円
	なし

	Ｄ　上記Ａ・Ｂ・Ｃ以外の機器
	ア　据付固定式のもの
	バルククーラー、搾乳ロボット、パイプラインミルカー、ミルキングパーラー、ふ卵機、保存器、カーテン巻上げ機、簡易式厩舎、その他据付固定式のもの
	2.86円
	なし

	
	ィ　据付固定式以外のもの
	プラウ、ハロー、ブロードキャスター、ハーベスター、フロントローダー、ロールベーラー、ベールグラブ、ラッピングマシン、バケットミルカー、その他据付固定式以外のもの
	3.16円
	なし

	Ｅ　上記Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ以外の競馬関係の機器
	複合投票システム装置、オッズ盤、発馬機、ターフビジョン装置、中型映像装置類
	1.54円
	なし

	
	これらの装置のうち据付固定式以外のもの
	2.02円
	なし





７　保険金額



　　保険金額は、リース機械の取得価額（消費税相当額を含む。）に、事業に定める６か月ごとの貸付期間別残価率を乗じて算定される評価額により算出されます。

＜リース期間別残価率表＞


	リース期間(年)
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９

	１年目
	前半６ヵ月
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	後半６ヵ月
	78
	85
	88
	91
	92
	93
	94
	95

	２年目
	前半６ヵ月
	55
	70
	77
	82
	85
	87
	88
	90

	
	後半６ヵ月
	33
	55
	66
	73
	77
	80
	83
	85

	３年目
	前半６ヵ月
	
	40
	55
	64
	70
	74
	77
	80

	
	後半６ヵ月
	
	24
	43
	55
	62
	67
	71
	75

	４年目
	前半６ヵ月
	
	
	32
	46
	55
	61
	66
	70

	
	後半６ヵ月
	
	
	21
	37
	47
	54
	60
	65

	５年目
	前半６ヵ月
	
	
	
	28
	39
	48
	55
	60

	
	後半６ヵ月
	
	
	
	18
	32
	42
	49
	55

	６年目
	前半６ヵ月
	
	
	
	
	24
	35
	43
	50

	
	後半６ヵ月
	
	
	
	
	17
	29
	38
	45

	７年目
	前半６ヵ月
	
	
	
	
	
	22
	32
	40

	
	後半６ヵ月
	
	
	
	
	
	16
	26
	35

	８年目
	前半６ヵ月
	
	
	
	
	
	
	21
	30

	
	後半６ヵ月
	
	
	
	
	
	
	15
	25

	９年目
	前半６ヵ月
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	後半６ヵ月
	
	
	
	
	
	
	
	14

	合　計
	133
	187
	241
	297
	350
	404
	459
	517


※ 合計欄の数値は、リース期間ごとの1年当たりの残価率を表しています。

８　保険料


　　【例】　　　リース機械施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　バルククーラー
　　　　　　　　取得価額（消費税相当額を含む。）・・・・・・・・・　１，１００千円
　　　　　　　　リース期間（保険契約期間）・・・・・・・・・・・・・・・　６年

　　　●　６年間の保険金対象残存価額の累計額
　　　　　　１，１００千円（取得価額） × 350/100（リース期間６年の残価率） ＝ ３，８５０千円
　　　●　６年分の保険料
　　　　　　３，８５０千円（６年間の保険金対象残存価額の累計額） × 2.86/1,000（保険料率） ＝11,010円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　10円未満は、四捨五入。
動産総合保険の事務手続き


１　保険料の納入
　　　前頁の「８　保険料」により算出された保険料は、第1回目のリース料を納入する際に、
一括して納入することになります。

２　事故報告
　①　動産総合保険に加入しているリース機械施設に事故が発生した場合には、できるだけ早く、事故に関する情報を当協会に電話、FAXまたはEメールでお知らせください。
　②　所定の様式による「事故報告書」を作成し、次の書類を添付の上、当協会あてに提出してください。
　　ア　修理見積書（修理が可能な場合）
　　イ　罹災した場合は、罹災証明書（万一、罹災証明の取付けができないときは、例えば、その事実を伝える地方紙の写し、修理業者又は最終借受者の所属する団体による罹災状況調書等を提出する。）
　　ウ　写真（損害箇所がわかるように）
　③　修理をする場合には、事前に当協会までその旨連絡ください。また、修理が不可能な場合（全損）は、当協会が指示をするまでそのままの状態で保管しておいてください。保険会社に無断で処分等をすると、保険金が支払われないこともあるので注意してください。

３　保険金の受取りと処理
　　　当協会は、借受者からの報告に基づいて、事故内容等を保険会社に連絡し、保険金の対象になる事故であれば、所定の手続きを経て、保険金を受け取り、リース機械施設を修復するのに要する経費に充当します。
　　　また、事故によりリース機械施設を滅失した場合（全損）には、貸付契約を解約し、譲渡金額を含めたリース料等の残額（精算額）の支払いに保険金を充当します。
　　　なお、精算額とは、取得価額から既に納入された基本貸付料を控除して得た額に消費税相当額を加算して得た額及び当該２半期に納付すべき附加貸付料のうち貸付契約解約の日までの日数に係る附加貸付料相当額の合計額のことです。

４　解約保険料の返還
　　　やむを得ない事情により、リース機械施設の貸付契約を途中解約する場合は、所定の手続きを経て、保険期間の未経過期間分の保険料を返還いたします。
　　　なお、未経過期間保険料は、貸付施設の譲渡日の翌日から起算して、貸付期間終了日までの月割で算出された金額となります。

事故報告書

　　　年　　　月　　　日
公益財団法人畜産近代化リース協会　理事長　　殿

	住      所：
	

	借受団体名：
	

	代表者名：
	

	担当者名（部署名）：
	

	Tel：　　　　　　　　　　　  Fax：
	

	E-mail：
	



貴協会より借り受けていた物件につき、下記の事故が発生したので、修理業者の見積書、写真及び証明書を添付して報告いたします。
記

	① 最終借受者
	氏　　　名
	

	
	住　　　所
	

	
	電話番号
	Tel

	② 貸付機械
	機械施設名
	

	
	貸付開始日
	　　　年　　　月　　　日

	
	協会標示番号
	

	
	貸付契約書番号
	

	③ 事故内容
	日　　　時
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　時　　　分頃

	
	場　　　所
	（住所）

	
	
	（具体的な場所）　　例えば○○倉庫の中など

	
	推定される原因
	

	
	状　　　況
	

	
	修理対応
	

	④ 修理業者等
	業　者　名
	

	
	担当者名
	

	
	住　　　所
	〒

	
	電話番号
	Tel

	
	修理日程
	開始
	　　　年　　　月　　　日

	
	
	完工
	　　　年　　　月　　　日

	
	見積額（税込）
	

	⑤ 借受団体の
振込金融機関
	金融機関名
	

	
	支　店　名
	

	
	口座種別
	

	
	口座番号
	

	
	口座名義人
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